
奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
九
号

奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
二
十

五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、
「
第
二
十
七
条
」
を
「

第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
条
」

に
、
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
、
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十

二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
、
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
看
護
専
門
課
程
」
を
「
医
療
専
門
課
程
」
に
、
「
看
護
科
」
を
「
看
護
学
科
」
に
改
め

る
。第

三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
生
の
健
康
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。

第
三
十
条

第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

校
長
は
、
出
席
す
べ
き
日
数
の
三
分
の
二
を
超
え
て
出
席
し
た
者
に
つ
い
て
卒
業
を
認
定
す
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
」
を
「
（

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
単
位
の
授
与
）

別
表
第
一
に
定
め
る
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
試
験
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
合

第
二
十
一
条

格
し
た
者
に
は
、
当
該
科
目
の
修
了
を
認
定
し
、
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。



第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
入
学
試
験
）

校
長
は
、
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
入
学
試
験
を
行
う
。

第
十
二
条

２

前
項
の
入
学
試
験
の
方
法
そ
の
他
入
学
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。

「

「

外
国
語
１

別
表
第
一
中

外
国
語

二
単
位

を
」

外
国
語
２「

生
体
機
構
学

「

一
単
位

生
体
機
構
学
１

二
単
位

生
体
機
構
学

に
、

を

一
単
位

生
体
機
構
学
２

二
単
位

生
体
機
構
学

」

」

生
体
機
構
学

１
Ａ

一
単
位

「

１
Ｂ

一
単
位

「

看

に
、

看
護
援
助
論
３

二
単
位

を

２
Ａ

一
単
位

」

看

２
Ｂ

一
単
位

」



「

護
援
助
論
３
Ａ

一
単
位

基
礎
看
護

に
、

護
援
助
論
３
Ｂ

一
単
位

基
礎
看
護

」

「

学
実
習
１

臨
地
実
習

基
礎
看
護
学

基
礎
看
護
学
実
習
１

を

学
実
習
２

基
礎
看
護
学
実
習
２

」

「

成
人
看
護
援
助
論
５

一
単
位

「

に
、

成
人
看
護
学
実
習
１

三
単
位

を

成
人
看
護
援
助
論
５

」

成
人
看
護
学
実
習
２

三
単
位

」

「

老
年
看
護
援
助
論
３

一
単
位

「

一
単
位

に
、

老
年
看
護
学
実
習
１

一
単
位

を

老
年
看
護
援
助
論
３

」

老
年
看
護
学
実
習
２

三
単
位

」

「

小
児
看
護
援
助
論
３

一
単
位

「

一
単
位

に
、

を

小
児
看
護

」

小
児
看
護
学
実
習

二
単
位

」

「



母
性
看
護
援
助
論
３

一
単
位

「

援
助
論
３

一
単
位

に
、

を

」

母
性
看
護
学
実
習

二
単
位

」

「

精
神
看
護

母
性
看
護
援
助
論
３

一
単
位

に
、

」

精
神
看
護

「

精
神
看
護
援
助
論
３

臨
地
実
習

成
人
看
護
学

成
人
看
護
学
実
習
１

成
人
看
護
学
実
習
２

援
助
論
３

一
単
位

老
年
看
護
学

老
年
看
護
学
実
習
１

を

学
実
習

二
単
位

老
年
看
護
学
実
習
２

」

小
児
看
護
学

小
児
看
護
学
実
習

母
性
看
護
学

母
性
看
護
学
実
習

精
神
看
護
学

精
神
看
護
学
実
習

一
単
位

三
単
位



三
単
位

「

一
単
位

在
宅
看
護
援
助
論
２

一
単
位

「

に
、

を

在
宅
看
護

三
単
位

在
宅
看
護
論
実
習

二
単
位

」

二
単
位

二
単
位

二
単
位

」

「

災
害
看
護

援
助
論
２

一
単
位

に
、

」

統
合
実
習

「

災
害
看
護

一
単
位

を

臨
地
実
習

在
宅
看
護
論

在
宅
看
護
論
実
習

二
単
位

」

看
護
の
統
合
と
実
践

統
合
実
習

一
単
位

二
単
位

に
改
め
る
。



二
単
位

」

別
表
第
二
中
「
第
二
十
三
条
関
係
」
を
「
第
二
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「
医
療
専
門
課
程
看
護
科
」
を
「
医

第
２

５
条

関
係

第
２

６
条

関
係

療
専
門
課
程
看
護
学
科
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
の
看
護
専
門
課
程
の
看
護

科
に
在
学
す
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
、
奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
の
医

療
専
門
課
程
の
看
護
学
科
に
在
学
し
て
い
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
看
護
専
門
課
程
の
看
護
科
に
お

い
て
修
学
し
た
期
間
は
、
医
療
専
門
課
程
の
看
護
学
科
に
お
い
て
修
学
し
た
期
間
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
奈
良
県
立
五
條
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
に
在
学

す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
並
び
に
卒
業
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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